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はじめに

1

 オミクロン株のBA.5系統を中心とした「第７波」の流行が拡大している。オミクロン株は従来の変
異株に比べると感染拡大の速度が非常に速く、入院のリスクや重症度は相対的には低いことが示さ
れている。しかし、「第７波」の流行では、我が国は過去に経験したことのない急激かつ大規模な
感染拡大に直面し、感染者のこれまでにない急増に伴い、重症者・死亡者数が増え、一部地域です
でに始まっている医療逼迫がさらに深刻化する懸念がある。

 国がこの状況においても、極力医療逼迫の深刻化を抑えつつ、社会経済活動の継続を選択する場合、
第７波以降の流行にも備えて、以下の２事項の検討が同時かつ緊急に必要である。

①感染拡大を招かない一人一人の主体的行動の涵養

②オミクロン株の特徴に合わせた柔軟かつ効率的な保健医療体制への移行

 ただし、上記①②を実行しても深刻な医療逼迫が発生する、あるいは発生しそうな地域では、国と
連携して一部の行動制限について判断が求められる

 なお、本提言は上記のような厳しい状況に対し、まずは現行法を基本とした運用に基づき、国に早急に
検討実施して欲しい事項を提案したものである。そして、将来の法的位置づけの方向性も記載した。

 国が現在の厳しい状況に対する対策を考えるうえで本提言が参考になれば幸いである。















取り扱い変更のための2段階の移行案を提示
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ステップ１ ステップ２

• 現行法・通知解釈の範囲で運用可能な
内容を示した

• 個別に運用できるものから選択して
徐々にステップ２へ向けた準備を進め
ることができる

• 将来の保健医療体制の在り方に関して、
種々の法改正や通知の変更を伴うゴー
ルとして示した

• 国民の負担軽減や医療体制の支援など
に配慮しつつ、疾患の特性に照らして、
感染症法における類型毎に定められた
措置等項目について実情に合わせて見
直す

第7波の緊急対応として、ステップ１では、地域の実情に合わせて国や自治体、医療機関を含
め、関係各所で早急に検討・実施し、適切な時期にステップ２への移行を目指す。

本提案のステップ１では、国などから既に方針が示されているが十分に実行されていない事項も含まれている



テーマ１ 医療機関対応（例）
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感染防護・管理
のあり方

フルPPE（マスク・手袋・
帽子・ガウン）が必須とし
たり、病棟単位のゾーニン
グの施設が多い

日常診療でサージカルマスク装着を基本とし、陽性者や疑
い患者などのリスク高い場面では、フルPPEを必須とせず、

エアロゾル曝露対策のN95 マスクを原則とする
病室単位でのゾーニングを基本とする

入院機能
高い感染管理能力を前提と
した重点医療機関等におけ
る入院が主体

患者受け入れキャパを向上さ
せ、施設内の弾力的運用と対
応施設の拡大

より多くの医療機関での入
院を可能にする

診療・検査医療機関
などの外来機能

時間・空間的分離を厳格に
実施している外来施設が多
い。初診診断が中心

一般の診療所でも実施できる感染対策へ移行、積極的に基
本的治療の実施と療養者の受診や相談に対応

+対応施設拡大 +極力一般施設での外来

診療報酬や
病床確保等の
金銭的支援

病棟単位を基本とする
病床確保体制

病室・病床単位を基本とする病床確保体制

病棟単位が基本の病床確保
体制が浸透

既存対応医療機関の運用機能を高
め、新規参入病院を促すための柔
軟な病室・病床単位での病床確保
を推進できる仕組みの検討

実際の患者入院に貢献した
病床へ優先的支援

従来の対応 ステップ１ ステップ２医療機関対応

＊地域の実情に応じてステップ1への移行の判断をする









テーマ５ 旅行者対応（インバウンド含む）（例）
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軽症陽性者管理
入院適応がない病態では
宿泊施設に滞在するのか
など不明確である

コロナ用宿泊施設提供
（医療相談窓口）

通常

家族等濃厚接触者
取り扱い

濃厚接触者として扱い
外出制限

一般的な行動の自粛の要請（法によらない）
一般宿泊施設利用を検討

ゲノム検査

一般と同様取り扱い
（陽性者の5~10％）
＝感染予防事業費として
自治体負担1/2

インバウンドに関しては、自治体事業ではなく国事業
として対応する

従来の対応 ステップ１ ステップ２
旅行者
対応

＊病態として入院適応がない患者やその関係者対応のルールが不明

➡特に、検疫終了後の地域内発生患者への対応は国が責任をもって決める必要がある

＊地域の実情に応じてステップ１への移行の判断をする



社会の受け止めはどうなるか？（例）
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診療に関わる
費用負担

原則全員公費負担
混乱回避のため外来含め原則全員公費
負担継続

重症患者は公費負担
（他は通常の保険診療）

高い治療薬は公費負担

感染者の外出自粛
法に基づき療養期間中は
外出自粛

感染症法の弾力的運用 感染症法の取り扱い変更

医療も保健所も重症化対応へシフトせざるを
得ない。すなわち全ての感染者を保健所が特
定し外出自粛要請を行うことが不可能なので、
ひとりひとりが主体的な感染予防行動をする

保健所による外出自粛要請によらず、
ひとりひとりが主体的な感染予防行動
を行う

行政の支援が受けられない状況下で必要最低
限の外出可能（受診・生活必需品購入）

必要最低限の外出可能（受診・生活必
需品購入）

濃厚接触者
（感染者の接触者）

原則保健所の認定と要請で7日以
内の活動禁止（検査活用で早期の
活動の場合あり）

感染症法の弾力的運用 感染症法の取り扱い変更

保健所による濃厚接触者特定が困難なので、
一人ひとりの主体的な判断で感染予防行動を
する

保健所による濃厚接触者特定は行わず
とも、ひとりひとりの主体的な判断で
感染予防行動をする

検査・受診
のあり方

疑わしきは医療機関j受診と公費負
担検査（医療機関検査や市中無料
検査など）を勧奨

医療機関受診に拘らず、施設や家庭において抗原検査活用を促進し、特に
基礎疾患の無い若年者は医療機関受診を必須としない選択（事業主・学校
も認める）

公共交通機関利用 不可 利用を控え、自家用車などを活用 利用可

従来の対応 ステップ１ ステップ２
社会の
受け止め

公的な証明を求める民間保険での取り扱いについては別途検討が必要

＊地域の実情に応じてステップ１への移行の判断をする









おわりに
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「感染拡大を招かない一人一人の主体的行動」と
「オミクロン株の特徴に合わせた柔軟かつ効率的な保健医療体制への移行」

について、緊急に検討していただくよう提案した。

以上、第７波の急速な感染拡大している中、国が社会経済活動を継続しながら医療逼迫
の深刻化を抑えることを選択をした場合に、第７波以降の流行にも備えて、

ただし、上記を実行しても深刻な医療逼迫が発生する、あるいは発生しそうな地域では、
国と連携して大きなクラスターを発生させないように、場面や期間を限定した一部の行動
制限について判断が求められる














